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１ 食品表示の適正化に向けた取組について 

6月25日、消費者庁は、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期において、食品の

表示・広告の適正化を図るため、都道府県等と連携し、食品表示法、景品表示法及び健康

増進法の規定に基づき下記の取組を実施することとした。主な内容は次のとおり。 

１ 基本方針 

不適切な食品の表示に対しては、消費者庁が横断的に取締りを行いつつ、地方出先機

関を有し、監視業務についてのノウハウを有する農林水産省及び財務省並びに都道府県・

保健所等が相互に連携し、食品表示の関係法令の規定に基づき効果的・効率的な取締りの

執行体制を確保しているところです。このような体制の下、食品衛生の監視指導の強化が

求められる夏期においては、次のとおり、食品表示の重点事項について、取締り等を行う

こととしました。 

２ 夏期一斉取締りの実施について 

国及び都道府県等においては、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期において、

食中毒などの健康被害の発生を防止するため、従来から食品衛生の監視指導を強化してき

たところですが、例年どおり、この時期に合わせ、食品等の表示の信頼性を確保する観点

から、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施します（別紙）。 

３ 表示の適正化等に向けた重点的な取組について 

国及び都道府県等においては、食品表示の適正化を図るため、従来から食品表示法や

景品表示法等に基づく各種通知やガイドライン等により、監視指導を実施してきたところ

です。今般、平成30 年５月８日に、内閣府食品安全委員会が公表した「食品健康影響評

価のためのリスクプロファイル ～鶏肉等におけるCampylobacter jejuni/coli～」にお

いて、「加熱用」等の表示に係る情報伝達の重要性等が示されたことを踏まえ、夏期一斉

取締りに当たっては、改めて、次のとおり監視指導及び啓発活動を実施します。 
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